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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
起
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
わ
か
ば
福
祉
会

二
　
事
業
の
種
類

わ
か
ば
保
育
園
移
転
新
築
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
字
神
明
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
を
認
定
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

わ
か
ば
保
育
園
移
転
新
築
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。）

は
、
法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
「
社
会
福
祉
法
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
」
に
関
す
る
事
業

及
び
法
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
「
事
業
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
通
路
」
に
関
す
る
事
業

に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

社
会
福
祉
法
人
わ
か
ば
福
祉
会
（
以
下
「
起
業
者
」
と
い
う
。）
は
、
本
件
事
業
の
実
施
に
当

た
り
、
既
に
理
事
会
の
承
認
を
受
け
る
と
と
も
に
、
笛
吹
市
か
ら
私
立
保
育
所
緊
急
整
備
事
業
費

補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

厚
生
労
働
省
が
示
し
た
保
育
所
保
育
指
針
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
厚
生
労
働
省
告
示

第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
と
、
保
育
所
は
、
入
所
す
る
子
ど
も
を
保
育
す
る
と
と
も
に
、
家
庭

や
地
域
の
様
々
な
社
会
資
源
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
入
所
す
る
子
ど
も
の
保
育
者
に
対
す

る
支
援
及
び
地
域
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
等
を
行
う
役
割
を
担
う
と
し
て
お
り
、ま
た
、

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
と
し
て
「
地
域
の
子
育
て
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
」「
一
時
保
育
」

を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
わ
か
ば
保
育
園
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
〇
歳
児
か
ら
三
歳
児
を
対
象
と
し
た
保

育
事
業
に
加
え
、
保
育
対
象
年
齢
を
六
歳
ま
で
延
長
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
取
り
組
み
と
し

て
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
も
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と
を
計
画
し

た
。し

か
し
な
が
ら
、
現
在
の
園
舎
は
、
老
朽
化
が
進
む
と
と
も
に
ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
て
い
る

た
め
、
施
設
規
模
を
拡
張
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
在
の
敷
地
周
辺
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
上

の
用
地
確
保
が
困
難
な
こ
と
か
ら
移
転
新
築
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
の
附
帯
工
事
は
、
笛
吹
市
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
市
道
の
一
部
を
拡
幅

（
幅
員
確
保
）
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
が
完
成
す
る
と
、
園
児
の
生
活
環
境
の
改
善
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
保
育
年
齢

の
拡
大
、
地
域
子
育
て
支
援
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
の
実
施
が
可
能
と
な
り
、
共
働
き
世

帯
、
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
の
充
実
が
図
ら
れ
る
な
ど
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る

公
共
の
利
益
は
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
、
工
事
期
間
中
の
騒
音
、
振
動
等
が

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
起
業
者
は
、
工
事
に
際
し
て
は
騒
音
・
振
動
対
策
が
施
せ
る
機
種
を
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選
定
す
る
と
と
も
に
、
周
囲
に
囲
い
を
施
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
交
通
誘
導
員
を
配
置
す
る
な
ど
、
安
全
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

代
替
案
と
の
比
較

本
件
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
、
技
術
的
、
経
済
的
な
要
件
を
考
慮
し
選
定

さ
れ
た
三
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満

た
す
最
も
適
当
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（四）

比
較
衡
量

（一）
の
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（二）
の
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の

施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
（三）
の
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最
も
適
切
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

（一）

申
請
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

現
在
の
園
舎
は
、
昭
和
四
十
九
年
に
建
設
さ
れ
た
木
造
建
物
で
あ
り
、
建
設
以
来
三
十
六
年

が
経
過
し
老
朽
化
が
進
み
、
耐
震
性
や
設
備
不
備
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
と
と
も
に
、
保
育

室
、
園
庭
等
の
ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
、
生
活
環
境
の
悪
化
と
い
っ
た
問
題
も
生
じ
て
い
る
。
ま

た
、
起
業
者
は
、
保
育
所
保
育
指
針
に
沿
っ
た
取
り
組
み
と
し
て
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

事
業
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
新
た
に
開
設
す
る
保
育
園
の
定
員
等
を
考
慮
し
必
要

な
面
積
を
算
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
附
帯
事
業
に
よ
る
道
路
計
画
に
つ
い
て
は
、
笛
吹

市
宅
地
開
発
及
び
建
築
指
導
要
綱
技
術
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用

に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、「
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ

る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足

す
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

笛
吹
市
保
健
福
祉
部
保
育
課

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
生
活
支
援
シ
ス
テ
ム
研
究
会
　
パ
ン
ジ
ー

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
角
間
裕
美

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
上
河
東
六
百
九
十
九
番
地
七

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
に
住
む
障
害
児
（
者
）
に
対
し
て
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
中
で
明
る

く
楽
し
く
、
豊
か
な
安
定
し
た
暮
ら
し
が
出
来
る
よ
う
に
、
地
域
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行

な
う
。
ま
た
、
障
害
児
（
者
）
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
考
え
、
障
害
児
（
者
）
と
地
域
住
民
と
が

共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
十
三
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
公
報
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二
千
六
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二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｓ
ｍ
ｉ
ｌ
ｅ
住
宅
安
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
市
川
三
千
雄

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
四
千
八
十
七
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
に
し
て
、
少
子
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
地
域
社
会
、
街

並
み
、
住
ま
い
等
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
業
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
、

心
身
障
害
者
等
社
会
的
弱
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
含
む
す
べ
て
の
人
々
が
人
間
と
し
て

の
尊
厳
を
保
た
れ
、
ま
た
自
己
実
現
に
向
け
て
心
身
と
も
に
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
地
域
社
会

作
り
と
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
十
三
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
六
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日

四
五
七
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